






 

 はじめに,本研究のすすめ方に関し,①その具体的なねらい,②母子保健サー

ビスの体制およびマンパワーと研修のあり方との関係,③ここで取りあげる研

修のレベルの問題－中央だけか都道府県レベルも含めるか,④研修の対象者の

範囲,⑤研修の評価のしかた等について検討された。 

 その結果,さしあたり,中央ならびに都道府県等において現在行われている

種々の研修に関し研修の対象については少なくとも保健婦を中心にすることと

し,①研修のねらい,②方法,③内容,④主催者側の対象者の選定条件,⑤送り手

側の対象者の選定条件,⑥受講者の意見等に着目して,検討することにした。 


